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催
　
し

安
　
全

消
　
防

税
　
金

　
運
動
不
足
に
お
悩
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
週
に
１
回
、
お
家
で
も
簡
単
に
で
き

る
効
果
的
な
運
動
を
実
践
し
ま
す
。
運
動

習
慣
を
身
に
つ
け
て
、
こ
も
り
が
ち
な
寒

い
冬
も
体
力
を
落
と
さ
ず
乗
り
越
え
ま

し
ょ
う
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
ご
自
宅
か
ら
会
場
ま

で
送
迎
い
た
し
ま
す
の
で
、
申
込
時
に
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

日
程　
毎
週
土
曜
日
（
令
和
8
年
1
月
10

　
　
　
日
～
3
月
28
日
）

時
間　
9
時
～
11
時
（
送
迎
は
8
時
30
分

　
　
　
か
ら
に
な
り
ま
す
）

場
所　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
雄
愛

　
　
　
園
の
と
な
り
）

対
象　
・
65
歳
以
上
で
足
腰
の
衰
え
に
心

　
　
　
　
配
の
あ
る
方

　
　
　
※
生
活
や
健
康
に
関
す
る
質
問
票

　
　
　
　
（
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）
で

　
　
　
　
該
当
す
る
方
が
対
象
と
な
り
ま

　
　
　
　
す
。

　
　
　
・
介
護
保
険
の
要
支
援
認
定
を
受

　
　
　
　
け
て
お
り
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

　
　
　
　
利
用
し
て
い
な
い
方

定
員　
15
名

内
容　
体
力
測
定
、
座
っ
て
行
う
ス
ト
レ

ッ
チ
や
体
操
、
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
、
歩
行
運
動
な
ど

申
込
方
法　
問
い
合
わ
せ
先
に
電
話
で
お

　
　
　
　
　
申
し
込
み
く
だ
さ
い

　
行
政
、
議
会
、
産
業
経
済
団
体
、
自
治

会
な
ど
の
方
が
一
堂
に
会
し
て
新
年
の
抱

負
を
語
り
合
い
、
交
流
を
深
め
る
場
と
し

て
、
次
の
と
お
り
新
年
交
礼
会
を
開
催
い

た
し
ま
す
。

　
新
年
交
礼
会
は
、
一
般
の
方
も
参
加
で

き
ま
す
の
で
、
希
望
者
は
総
務
課
庶
務
係

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時　
令
和
8
年
1
月
9
日
㈮

　
　
　
15
時
30
分
～

場
所　
ホ
テ
ル
日
の
出
岬

会
費　
３
０
０
０
円

参
加
申
込
期
限　
12
月
15
日
㈪

そ
の
他　
当
日
は
送
迎
バ
ス
を
運
行
い
た

　
　
　
　
し
ま
す
。利
用
さ
れ
る
場
合
は
、

10
月
25
日
付

▼
教
育
振
興
課
総
務
管
理
係
兼
学
校
給
食
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
笠　

翔

▼
教
育
振
興
課
学
校
教
育
係
兼
総
務
管
理
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
谷
な
な
み

11
月
10
日
付

▼
地
域
福
祉
課
付
参
事（
社
会
福
祉
協
議
会
派
遣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
崎
光
也

11
月
20
日
付

▼
総
合
政
策
課
地
域
経
営
係
兼
政
策
調
整
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
井
達
哉

　
今
年
も
町
内
の
外
国
人
と
日
本
人
の
皆

さ
ん
が
集
い
、
各
国
の
文
化
に
触
れ
、
交

流
を
深
め
ら
れ
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
い
た

　
#
８
１
０
３
（
ハ
ー
ト
さ
ん
）
は
、「
性

犯
罪
被
害
相
談
電
話
全
国
共
通
番
号
」
で

す
。
電
話
を
か
け
る
と
、
発
信
場
所
を
管

轄
す
る
各
都
道
府
県
警
察
の
性
犯
罪
被
害

相
談
窓
口
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
北
海
道
警
察
で
は
、
土
日
、
祝
日
を
問

わ
ず
24
時
間
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
番
号
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
、

次
の
番
号
に
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
「
性
犯
罪
被
害
１
１
０

番
（
性
犯
罪
被
害
相
談
窓
口
）」

☎
０
１
２
０
‐
７
５
６
‐
３
１
０

問
興
部
警
察
署

　

紋
別
地
区
消
防
組
合
雄
武
消
防
団
で

は
、
12
月
28
日
㈰
か
ら
30
日
㈫
ま
で
の
3

日
間
、
歳
末
特
別
警
戒
を
実
施
し
ま
す
。

　
特
別
警
戒
実
施
期
間
中
の
夜
間
は
、
消

防
車
な
ど
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
町
内

を
巡
回
し
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
火
災
予
防

を
呼
び
か
け
ま
す
。

　

年
の
瀬
は
何
か
と
あ
わ
た
だ
し
く
、

ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
か
ら
火
災
が
発
生
し

ま
す
の
で
、
十
分
お
気
を
つ
け
て
お
過
ご

　
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
家
屋

（
住
宅
・
倉
庫
・
畜
舎
な
ど
）
は
、
毎
年

１
月
１
日
を
基
準
と
し
て
台
帳
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
７
年
中
に
家
屋
な
ど
を
取
り
壊
し

た
場
合
、『
届
け
出
を
忘
れ
る
と
、
令
和

８
年
度
に
お
い
て
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
』
の
で
、
役
場
財
務
政
策
課
課

税
係
ま
で
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
家
屋
の
滅
失
登
記
を
さ
れ
た

場
合
は
、届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
財
務
政
策
課
課
税
係

　
所
得
税
な
ど
の
申
告
は
e
‐
T
a
x

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
自
宅
か
ら
e

‐
T
a
x

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
な
ど
の
申
告
書

を
作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使

用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
が
で
き
ま

す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す
る
と
、

給
与
、
年
金
、
医
療
費
、
ふ
る
さ
と
納
税

な
ど
の
デ
ー
タ
を
申
告
書
の
該
当
項
目
へ

自
動
で
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
で
は
、
12
月

を
「
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と
し
て
、
道

税
の
滞
納
を
整
理
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
強
く
差
押
な
ど
の
滞
納
処
分
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
だ
納
税
さ
れ
て
い
な
い
方
は
大
至
急

納
め
て
く
だ
さ
い
。納
め
な
い
場
合
に
は
、

給
与
や
預
貯
金
、
生
命
保
険
な
ど
の
財
産

差
押
え
、
ま
た
は
自
宅
や
事
務
所
の
捜
索

を
行
い
、
T
V
・
ゲ
ー
ム
・
P
C
・
貴
金

属
・
自
動
車
・
軽
自
動
車
の
動
産
の
差
押

え
を
執
行
し
ま
す
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
紋
別
道
税

　
事
務
所
（
紋
別
市
幸
町
6
丁
目
）

☎
０
１
５
８
‐
２
４
‐
２
６
２
６

申
込
締
切　
12
月
19
日
㈮

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
８
‐
８
４
‐
４
４
９
５

（
平
日
8
時
30
分
～
17
時
15
分
）

雄
武
町
新
年
交
礼
会
に
つ
い
て

運
動
教
室
の
開
催
に
つ
い
て

国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
催
に
つ
い
て

道
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間
に
つ
い
て

性
犯
罪
被
害
相
談
は
#
８
１
０
３
へ

歳
末
特
別
警
戒
の
実
施
に
つ
い
て

取
り
壊
し
た
家
屋
等
の
届
出
に
つ
い
て

e
‐
T
a
x
に
つ
い
て

　
※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取
り
対

　

応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
ま
た
は
I

　
C
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
）
が
必
要

　
で
す
。

e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

・
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告

・
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
地
震
保
険

　
料
控
除
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類
は
、

　
記
載
内
容
を
入
力・送
信
す
る
こ
と
で
、

　
提
出
や
提
示
が
不
要

　
※
法
定
申
告
期
限
な
ど
か
ら
５
年
間
、

　
税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
や
提
示
を
求

　
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
自
宅
か
ら
e
‐
T
a
x
で
提
出
さ
れ

　
た
還
付
申
告
は
、
３
週
間
程
度
で
還
付

　
※
書
面
や
申
告
会
場
（
税
務
署
な
ど
）

　
で
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
１
か
月
か

　
ら
１
か
月
半
程
度
で
還
付
さ
れ
ま
す
。

・
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能

　
※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
に
関
す
る
情
報
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
※
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
や
e

　
‐
T
a
x
の
事
前
準
備
、
送
信
方
法
、

　
エ
ラ
ー
解
消
な
ど
の
使
い
方
の
問
い
合

　
わ
せ
は
e
‐
T
a
x
・
作
成
コ
ー
ナ

　
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
☎
０
５
７
０
‐
０
１
‐
５
９
０
１

　
※
電
子
証
明
書
の
読
み
取
り
に
関
す
る

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
設
定
、
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
☎
０
１
２
０
‐
９
５
‐
０
１
７
８

問
紋
別
税
務
署（
紋
別
市
南
が
丘
町
２
丁
目
）

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
１
９
１

そ
の
他

人
　
事

　
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の
閲
覧

状
況
を
住
民
基
本
台
帳
法
の
規
定
に
基
づ

き
公
表
し
ま
す
。
公
表
制
度
は
閲
覧
制
度

の
透
明
性
を
高
め
、
不
正
な
閲
覧
や
目
的

外
利
用
・
第
三
者
提
供
な
ど
を
抑
止
し
よ

う
と
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

◉
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
状
況

（
令
和
6
年
12
月
～
令
和
7
年
10
月
）

利
用
申
請
者

　
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部

利
用
目
的

　
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
募
集

　
事
務

閲
覧
年
月
日

　
令
和
7
年
4
月
24
日

閲
覧
に
係
る
住
民
の
範
囲

　
平
成
22
年
4
月
2
日
～
平
成
23
年
4
月

　
1
日
生
ま
れ
の
男
子　
18
件

問
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

住
民
基
本
台
帳
の
一
部
写
し
の
閲
覧
状

況
に
つ
い
て

　

ご
自
分
で
作
成
し
た
自
筆
の
遺
言
書

は
、法
務
局
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
紛
失
や
改
ざ
ん
を
防
止
し
て
、

本
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
、
遺
言
書
が

保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
家
族
に
お
知

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
に
つ
い
て

し
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の

う
え
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
14
日
㈰　
10
時
～
13
時

場
所　
雄
武
町
民
セ
ン
タ
ー

　
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
で
は
「
衣
服
リ
ユ
ー

ス
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
、
雄
武
町
で
暮
ら

す
外
国
人
の
方
々
が
過
ご
し
や
す
い
よ
う

に
、
衣
類
の
提
供
を
行
い
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
の
で
、
自
宅
に
使
用
で
き
る
状
態

の
冬
服
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
12
月
11
日
㈭

ま
で
に
役
場
産
業
振
興
課
ま
で
お
持
ち
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
商
工
観
光
係

　
　
　
　
別
途
乗
降
場
所
を
ご
案
内
い
た

　
　
　
　
し
ま
す
。

問
総
務
課
庶
務
係

し
く
だ
さ
い
。

問
消
防
署
雄
武
支
署

☎
０
１
５
８
‐
８
４
‐
２
０
５
２

ら
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
遺
言
書
に
は
、
法
律
上
の
遺
言

事
項
の
ほ
か
、
任
意
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど

も
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
本

人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
ご
家
族
へ
伝
え
た

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、
保
管
の
申
請
手
数
料
は

３
９
０
０
円
で
、
手
続
き
は
完
全
予
約
制

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
貴
方
の
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
大
切
に

保
管
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
本
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
旭
川
地
方
法
務
局
紋
別
支
局

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
２
５
２
１

（
平
日
9
時
～
17
時
）

※
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く


